
入 札 公 告 

 

一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」と

いう。）第 167 条の 6 第 1 項及び福島県財務規則（昭和 39 年福島県規則第 17 号。以下「財

務規則」という。）第 246 条第 1 項の規定により公告する。 

 

令和 ３ 年 １２ 月 ２ 日 

 

福島県立博物館長 鈴木 晶 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件    名 福島県立博物館常設部門展示室「歴史・美術」整備業務委託 

（２）業務仕様等 福島県立博物館常設部門展示室「歴史・美術」整備業務仕様書（以下「仕

様書」という。）による。 

（３）履 行 期 間 契約締結日から令和４年３月２５日まで 

（４）履 行 場 所 福島県立博物館 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 

（１）施行令第 167 条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の日までの間に福島県から

入札参加資格制限措置を受けていない者であること。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをしている

者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に

よる民事再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあって

は、当該手続開始の決定を受けた後に入札に参加することに支障がないと認められる者

であること。 

（４）過去５年間に、国、地方公共団体、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成 11 年法

律第 103 号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう）、国立大学法人（国立大学

法人法（平成 15 年法律第 112 号）第２号第１項に規定する国立大学法人をいう）、又

は地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第第 118 号）第２号第１項

に規定する地方独立行政法人をいう）と、本件と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を２回以上にわたり締結し、誠実に履行していること。 

 

３ 入札参加手続等 

本件入札は郵便入札により行う。参加を希望する者は、入札書と同時に所定の入札参加

資格確認書類を提出すること。 

  なお、提出を要する書類の内容、提出方法については、入札説明書による。 

  また、入札説明書、設計書等の閲覧、入札執行の期間や場所は次に示すとおりとする。 

 



項目 期間又は期日 方法・場所等 

入札説明書、設

計書等の閲覧 

令和３年１２月２日（木）～ 

令和３年１２月２１日（火） 

福島県立博物館、福島県立博物館ホーム

ページ 

質問受付 令和３年１２月２日（木）～ 

令和３年１２月７日（火） 

福島県立博物館総務課へ、電子メールに

よる。 

メールアドレス 

general.museum@pref.fukushima.lg.jp 

質問の回答予定 令和３年１２月８日（水） 福島県立博物館ホームページ 

入札書の提出前に、必ず本ホームページ

にて、質問回答の有無を確認すること。 

入札書、入札参

加資格確認書類

等の提出 

郵便局差出期限日 

令和３年１２月１３日（月） 

配達日指定期日 

令和３年１２月１６日（木） 

入札書のあて先は「福島県立博物館長」と

記載し、提出部数は１部とする 

 〒９６５－０８０７ 

 会津若松市城東町１番２５号 

 福島県立博物館 総務課 

開札 令和３年１２月２１日（火） 

１３時００分 

開札は公開とする。 

福島県立博物館 第一会議室 

落札者の決定予

定日 

令和３年１２月２１日（火）  

 

 

４ 入札参加資格要件の審査に関する事項 

 落札候補者が決定し、入札参加資格要件の審査が完了した場合は、速やかに当該落札者

に電話等確実な方法で通知する。 

 なお、落札候補者の入札参加資格要件の審査、落札者の決定については、入札説明書に

よる。 

 

５ 入札保証金及び契約保証金 

入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。 

 

７ 入札の無効 

２の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入

札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。 

 

８ その他 

（１）入札方法 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額

を入札書に記載すること。 



（２）落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行い、所定の入札参加資

格確認書類により、条件を満たしていることが確認された者を落札者とする。 

（３）本公告に関する問い合わせ先 

福島県立博物館 総務課 

電話番号 ０２４２－２８－６０００ 

Ｆ Ａ Ｘ ０２４２－２８－５９８６ 

E-mail  general.museum@pref.fukushima.lg.jp 

 

 〈参 考〉 入札書と一緒に提出する書類一覧表 

提出書類 
郵便入札の場合 

外封筒 中封筒 

入札書（様式１） － ○ 

暴力団等反社会的勢力

でないことの表明・確約

に関する同意書（様式

２） 

○ － 

役員一覧（様式３） ○ － 

履行実績証明書（様式

４）及び添付書類 
○ － 

入札保証保険契約を締

結したことを証する書

面（保険証券） 

○ 

※入札保証金の免除を希望する場合 
－ 

※封筒の外または中に入れる書類を間違えると無効になります。また、入札書で押印を省略

する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載のない入札は無効になります。 

※入札保証保険契約を締結しない場合は、入札保証金の納付のために納入通知書の発行が必

要になりますので、令和３年１２月１０日（金）正午までに、上記８（３）の連絡先へ申し

出てください。 

 

 

  

留意事項 
一般競争入札において、郵送方法の誤りにより無効となった事例が発生してお

ります。 

郵送の際は、一般書留又は簡易書留のいずれかの方法により配達日指定郵便で

行ってください。 

また、外封筒を開封する際、誤って中封筒まで開封してしまうのを防ぐため、

中封筒は外封筒よりも小さいものを使用してください。 



〈参考〉外封筒及び中封筒の貼り付け用紙 

（破線にそって切り取り、外封筒と中封筒の表面に貼り付けてください） 

 

 〒９６５－０８０７ 

入札書等在中 
 

 福島県会津若松市城東町１番２５号  

 福島県立博物館総務課 行き   

 開 札 日 令和３年１２月２１日  

 業 務 名 福島県立博物館常設部門展示室「歴史・美術」整備業務委託  

 工事番号 ―  

 工事箇所 ―  

 商 号 又 は 名 称   

 担 当 者 名   

 連絡先（電話番号）   

 連絡先（ＦＡＸ番号）   

 郵便局窓口差出期限日 令和３年１２月１３日  

 配 達 指 定 期 日 令和３年１２月１６日  

 

 

 〒９６５－０８０７ 

入札書等在中 
 

 福島県会津若松市城東町１番２５号  

 福島県立博物館総務課 行き   

 開 札 日 令和３年１２月２１日  

 業 務 名 福島県立博物館常設部門展示室「歴史・美術」整備業務委託  

 工事番号 ―  

 工事箇所 ―  

 商 号 又 は 名 称   

 担 当 者 名   

 連絡先（電話番号）   

 連絡先（ＦＡＸ番号）   

 郵便局窓口差出期限日 令和３年１２月１３日  

 配 達 指 定 期 日 令和３年１２月１６日  

 


